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障害保健福祉関係主管課長会議資料　
（令和６年３月　社会・援護局障害保健福祉部 企画課自立支援振興室）より関係部分を抜粋

・日常生活用具給付等事業の適正な実施について
「日常生活用具給付等事業の対象種目の選定にあたっては、健康保険制度など他制度で適用される用具ではないことを確認した上で、厚生労働省告示に定める用具の要件に該当するかどうかを判断し、要件を満たさない用具を支給することなく適切に運用するようお願いする。
【厚生労働省告示に定める用具の要件に該当しない用具の例】 
○パソコン、タブレット（一般的に普及しているもの）
○電池（一般的に普及していると考えられる消耗品）
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